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教
育
委
員
会
規
則

◯
市
町
村
立
学
校
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
三
・
教
育
庁
総

務
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
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…
…
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１

◯
市
町
村
立
学
校
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
条
例
第
三
十
二
条
第
三
号
の
規
定
に
基
づ
き
市
町

村
が
処
理
す
る
事
務
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
（
四
・
教
育
庁
総
務
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
１

市
町
村
立
学
校
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

秋
田
県
教
育
委
員
会
委
員
長
　
鈴
　
木
　
長
　
男
　

秋
田
県
教
育
委
員
会
規
則
第
三
号

市
町
村
立
学
校
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

第
六
十
一
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
確
認
）

第
六
十
一
条
の
二

教
育
委
員
会
は
、
職
員
が
条
例
第
十
七
条
の
三
第
一
項
又
は
第
二
項
の
職
員
た

る
要
件
を
具
備
し
て
い
る
か
ど
う
か
を
確
認
す
る
も
の
と
す
る
。

別
表
第
十
三
の
一
級
地
（
平
成
二
年
一
月
一
日
指
定
）
の
項
中
「
上
檜
木
内
小
学
校
」
を
「
上
桧

木
内
小
学
校
」
に
改
め
、
同
表
二
級
地
（
平
成
十
四
年
一
月
一
日
指
定
）
の
項
を
削
る
。

別
表
第
十
三
の
三
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

別
表
第
十
三
の
五
平
成
二
年
一
月
一
日
指
定
の
項
中
「
檜
木
内
小
学
校
」
を
「
桧
木
内
小
学
校
」

に
、
「
檜
木
内
中
学
校
」
を
「
桧
木
内
中
学
校
」
に
改
め
、
同
表
平
成
十
四
年
一
月
一
日
指
定
の
項

「

「

中
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を

」

に
改
め
る
。

」

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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市
町
村
立
学
校
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
条
例
第
三
十
二
条
第
三
号
の
規
定
に
基
づ
き
市
町
村
が

処
理
す
る
事
務
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

秋
田
県
教
育
委
員
会
委
員
長
　
鈴
　
木
　
長
　
男
　

秋
田
県
教
育
委
員
会
規
則
第
四
号

市
町
村
立
学
校
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
条
例
第
三
十
二
条
第
三
号
の
規
定
に
基
づ
き
市
町

村
が
処
理
す
る
事
務
の
範
囲
を
定
め
る
規
則

（
趣
旨
）

第
一
条

こ
の
規
則
は
、
市
町
村
立
学
校
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
八
年
秋
田
県

条
例
第
五
十
九
号
。
次
条
に
お
い
て
「
条
例
」
と
い
う
。
）
第
三
十
二
条
第
三
号
の
規
定
に
基
づ

き
、
同
号
に
規
定
す
る
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
事
務
の
範
囲
に
つ
い
て
定
め
る
も
の
と
す

る
。

（
市
町
村
が
処
理
す
る
事
務
の
範
囲
）

第
二
条

条
例
第
三
十
二
条
第
三
号
の
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
事
務
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
と

す
る
。

一
　
市
町
村
立
学
校
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
秋
田
県
教
育
委
員
会
規
則

第
十
三
号
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
給
与
規
則
」
と
い
う
。
）
第
五
十
七
条
の
三
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
事
実
及
び
扶
養
手
当
の
月
額
の
認
定
並
び
に
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
扶
養
手

当
認
定
簿
へ
の
記
載
並
び
に
同
条
第
三
項
（
給
与
規
則
第
五
十
七
条
の
四
後
段
に
お
い
て
準
用
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す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
書
類
の
提
出
の
要
求

二
　
給
与
規
則
第
五
十
七
条
の
四
の
規
定
に
よ
る
要
件
の
具
備
及
び
扶
養
手
当
の
月
額
の
確
認

三
　
給
与
規
則
第
五
十
七
条
の
十
一
の
規
定
に
よ
る
住
居
手
当
に
係
る
届
出
の
受
理

四
　
給
与
規
則
第
五
十
七
条
の
十
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
事
実
の
確
認
及
び
住
居
手
当
の
月
額

の
決
定
又
は
改
定
並
び
に
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
住
居
手
当
認
定
簿
へ
の
記
載

五
　
給
与
規
則
第
五
十
七
条
の
十
五
の
規
定
に
よ
る
要
件
の
具
備
及
び
住
居
手
当
の
月
額
の
確
認

六
　
給
与
規
則
第
五
十
八
条
の
七
の
規
定
に
よ
る
単
身
赴
任
手
当
に
係
る
届
出
の
受
理

七
　
給
与
規
則
第
五
十
八
条
の
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
事
実
の
確
認
及
び
単
身
赴
任
手
当
の
月

額
の
決
定
又
は
改
定
並
び
に
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
単
身
赴
任
手
当
認
定
簿
へ
の
記
載

八
　
給
与
規
則
第
五
十
八
条
の
十
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
要
件
の
具
備
及
び
単
身
赴
任
手
当
の
月

額
の
確
認
並
び
に
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
書
類
の
提
出
の
要
求

九
　
給
与
規
則
第
六
十
一
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
要
件
の
具
備
の
確
認

十
　
給
与
規
則
第
七
十
三
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
事
実
の
確
認

十
一
　
市
町
村
立
学
校
職
員
の
通
勤
手
当
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
三
年
秋
田
県
教
育
委
員
会

規
則
第
十
号
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
通
勤
手
当
規
則
」
と
い
う
。
）
第
三
条
の
規
定
に
よ

る
通
勤
手
当
に
係
る
届
出
の
受
理

十
二
　
通
勤
手
当
規
則
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
事
実
の
確
認
及
び
通
勤
手
当
の
額
の
決
定

又
は
改
定
並
び
に
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
通
勤
手
当
認
定
簿
へ
の
記
載

十
三
　
通
勤
手
当
規
則
第
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
要
件
の
具
備
及
び
通
勤
手
当
の
額
の
確
認

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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